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村 田 邦 夫

はじめに

私は����年９月に拙著 『｢日本人｣ と ｢民主主義｣』 (御茶の水書房) を著

した際に, ｢民主主義｣ の論じ方に関するある種の特徴がみられることにはっ

きりと気がつくようになりました｡ すでにそれについては, これまでにも拙

著や拙論においても指摘してきましたが, 今回, それをより明らかな形で描

くことができるのではないかと思うに至ったのです｡ その特徴とは, ｢資本

主義｣ の論じ方と比較することによってはっきりと浮き彫りにされるものな

のです｡ 一口に言うならば, それは, まず第一に, ｢資本主義｣ を語る場合

には, ｢理念｣ レベルと ｢現実 (歴史)｣ レベルとが両方用意されてきたのに

対して, ｢民主主義｣ の場合には, ｢理念｣ レベルからの議論が圧倒的である

こと, 第二として, 第一と関連するのですが, ｢資本主義｣ に関してはその

経済的 ｢国際分業体制｣ なるものが提示されるのに対して, ｢民主主義｣ に

ついては, それに対応するような政治的 ｢国際分業体制｣ といったものが提

示されてこなかったということです｡

どうしてこのようなことになるのでしょうか｡ そこにはいかなる理由があ

るのでしょうか｡ またこのような ｢資本主義｣ と ｢民主主義｣ の論じ方によっ

て何が語られ, 何が不問に付されるのでしょうか｡ そのことが私たちの ｢世

界｣ を捉える際にどのような不利益をもたらすのでしょうか｡ この小論の目

的は, こうした自問に対して自答していく形で, それらについて考察するこ

とです｡ そこで最初に, 第二として指摘した代表的な例として, 西川潤の著
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作に依拠しながら検討していきます｡

１ ｢資本主義｣ と ｢民主主義｣ の論じ方における ｢特徴｣

西川潤著 『貧困』 の中に, 以下のようなくだりがあります｡ すなわち,

＜本来, 南の世界は気候に恵まれ, 資源も豊富で豊かな地域であるはずなの

に, なぜ世界の貧困は南の世界に集中しているのだろうか｡ ……つまり, こ

れらの国々のほとんどが��－��世紀以来の植民地体制の下で ｢列強｣ に支配

され, 先進国に原燃料や食料を提供し, 先進国の工業化を支え, その工業製

品を輸入する国際分業体制の中心に置かれてきたのである｡ このような一方

的な国際分業体制の下では, 自国で工業は発達せず, 輸出品に付加価値をつ

けることもできず, 教育や科学技術を普及させることも無視され, もっぱら

肉体労働で輸出を支えていた｡ この国際分業体制を通じて, 北の国が資本を

蓄積し, 工業化を進め, 今日の繁栄の基礎をつくることができたことには疑

いの余地がないだろう｡＞
(１)

このくだりは ｢資本主義｣ の経済的 ｢国際分業体制｣ について論じている

のですが, ところで, ｢民主主義｣ は, こうした ｢国際分業体制｣ の形成,

発展といかなる関係にあるのでしょうか｡ これについて, 西川はどのような

理解を示しているのでしょうか｡ この点を踏まえながら, もう少し西川の著

書から引用しておきます｡ 先の引用したくだりのすぐ後に以下のくだりがあ

ります｡ ＜ヨーロッパや日本, アメリカの場合はそれぞれ, 従来の封建体制

(アメリカの場合はイギリスの絶対王権体制) に新興資本主義勢力, 市民勢

力が立ち上がって革命を行ない今までのタテ型支配の封建体制を, より市場

経済が発達しやすい資本主義体制, 市民社会体制 (日本の場合は天皇制とい

う絶対権力を担いで上から資本主義を進めた) に変えた｡ そのため, 先進地

域では市場経済や市民社会と結びついた資本主義が発達することができた｡

(日本の場合には第二次大戦後の民主化を待つが, ��世紀に入り大正デモク

ラシーの素地もできていた｡)＞
(２)

このくだりと, すぐ前の ＜つまり, これら
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の国々のほとんどが��－��世紀以来の植民地体制の下で ｢列強｣ に支配され,

……国際分業体制の中心に置かれてきたのである｡ この国際分業体制を

通じて北の国が資本を蓄積し, 工業化を進め, 今日の繁栄の基礎をつくるこ

とができた ＞ のくだりと, 結びつけて考察してみましょう｡ ここで大

切な点は, ｢タテ型支配の封建体制｣ から ｢より市場経済が発達しやすい資

本主義体制, 市民社会体制｣ へと北の先進国が移行していく際に, 南の世界

の国々がそうした移行を支えるために ｢一方的な国際分業体制の下｣ に置か

れ続ける ｢関係｣ が存在しているということではないでしょうか｡ 少なくと

も西川のくだりからもそうした関係をうかがい知ることは容易にできます｡

そこで問題となるのは, 西川がそうした点に配慮する代わりに, 直ちに後の

くだりにみられるように, 論を展開していることです｡ ｢より市場経済が発

達｣ したとしても, またそれにより ｢資本主義体制, 市民社会体制｣ へと変

化できたとしても, そうした出来事の背後に, 先のような構造的環境が存在

しているとすれば, やはり早急な論の展開の前に, そこから資本主義体制や,

市民社会体制の含み持つ問題へと分析を進めることが望まれるのではないで

しょうか｡ その際, とくに, ｢市民社会体制｣ を前提とする ｢民主主義｣ や

｢民主化｣ の抱える問題点に対してもきちんと向き合うことが大切になって

くると, それゆえ, こうした問題への考察が重要だと, 私は考えるのです｡

というのも, 北の先進国の ｢民主主義｣, ｢民主化｣ の ｢望ましい発展｣ の背

後に, それを支える ｢資本主義｣ の ｢国際分業体制｣ が介在していることは

否定できないと思われると同時に, ｢資本主義｣ の ｢国際分業体制｣ に対比,

対応される ｢民主主義｣ の ｢国際分業体制｣ が存在していて, それによって,

またそうした両者の関係によって, ｢資本主義｣ の ｢国際分業体制｣ が導か

れているのではないかと考えられるからです｡ とくに, この後者の問題は検

討に値する問題ではないか, と私は理解しています｡ 残念ながら, 西川はそ

れに代えて, 南の諸国の国内的政治体制の問題点にのみ目を向けてしまいま

す｡ 事実そうしたくだりが散見されます｡ たとえば, イギリスとインドの間
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に見られる ｢資本主義｣ の ｢国際分業体制｣ を考える際, イギリスの ｢市民

社会体制｣ がそうした ｢国際分業体制｣ の形成にどのような影響を及ぼした

のか, またそうしたイギリスの ｢市民社会体制｣ と, それをもとに形成発展

していったイギリスの ｢民主主義｣ の歩みが, インドの国内政治体制の在り

方にどう関係したかが考察されるべき課題となる, と私は考えるのですが,

西川は, 次にみるように, イギリスの政治体制とインドのそれを切り離した

捉え方をしています｡ すなわち, ＜イギリスがインドを支配したとき, イギ

リスへの綿花輸出向けに編成した大地主 (ザミンダ―リ) 制と旧来の権力者

である藩主が結びついたような支配体制がつくられた (吉岡昭彦 『インドと

イギリス』 岩波新書)＞ にあるように, 西川は, 吉岡の著作をもとに述べて

いますが, 私はこうした見方に加えて, そうしたインドの経済と政治の在り

方に, 当時の先進国イギリスの ｢より市場経済が発達しやすい資本主義体制,

市民社会体制｣ がどのように ｢関係｣ していたのかを結びつけて分析するこ

とが大切であるとみるのです｡ そこからイギリスの ｢民主主義｣ 実現に向か

う歩みがインドの旧来の政治支配により支えられる ｢関係｣ が形成発展して

きたのではないかとみるわけです｡

西川の見方からは, こうした北の先進国の ｢市民社会体制｣ や ｢民主主義

体制｣ の政治の在り方と, 南の途上国の ｢先進国の工業化を支え, その工業

製品を輸入する国際分業体制の中心に置かれてきた｣ 歴史や ｢特権者の独裁

的色合いの強い｣ 政治の在り方との間の ｢関係｣ 性といった視点, 視角は生

まれてきません｡ そしてそこからまた, 当然の論理の帰結として, 次のくだ

りへと論の展開が導かれます｡ すなわち, ＜つまり, 先進国の経済発展はあ

る程度, 国内の民主主義や分配の平等に支えられている, ということがいえ

るようである｡ それに対して, 途上国では歴史的理由から国内の少数支配層

(ラテンアメリカでは寡頭支配層という) が所得の多くを占有しており, 貧

困層への配分は小さく, 国内市場が小さい｡ ……このように考えると, 貧困

問題の解決のためには, 一方では南北間の格差縮小に取り組むこと, 他方で
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は国内の民主化による住民の経済社会参加と市場の拡大が必要であることが

わかる｡＞
(３)

ここには ｢資本主義｣ の ｢国際分業体制｣ と ｢民主主義｣ や ｢民主化｣ の

関係についての考察は一切省かれています｡ 果たしてこのようなことで構わ

ないのでしょうか｡ この問題を考える際に, 若林正丈著 『台湾 分裂国家と

民主化』 (東京大学出版会, ����年) の中にもある種, 共通した見方を垣間

見ることができます｡ 以下, それについて述べてみましょう｡ 若林は, 台湾

の ｢開発独裁｣ について次のような説明をしています｡ すなわち, ＜こうし

た経緯を踏まえるなら, 台湾の����的発展の政治条件を形成した ｢開発独

裁｣ とは, ｢反共準軍事独裁｣ から, そのまま転身したものだといえる｡ 中

心・周辺理論風に言うなら, アジアの共産主義封じ込めの最前線に形成され

た ｢反共準軍事独裁｣ が, ｢中心｣ の資本・技術と ｢周辺｣ の低廉労働力と

を結合するため ｢開発独裁｣ に転用されたのである｡＞
(４)

このくだりには, 先

の西川の見解に見られｔ論の展開と類似した ｢資本主義｣ と ｢民主主義｣ の

関係についての理解の仕方が存在しているのではないかと, 私はみているの

です｡ そこには, 北の ｢資本・技術｣ と南の ｢低廉労働力｣ とを ｢南｣ の政

治的 ｢独裁｣ 体制が結びつけているとの見方が浮き彫りにされていますが,

奇妙なことに, そこには ｢資本主義｣ における北と南の ｢国際分業体制｣ の

存在は描かれているのに対して, 南の ｢独裁｣ 的政治体制に対比・対応され

る ｢北｣ の先進国の ｢民主主義体制｣ はどういうわけか, 切り離されて語ら

れた叙述となっています｡ というのも, 南の ｢独裁体制｣ ばかりでなく, 北

の ｢民主主義体制｣ も北の ｢資本・技術｣ と南の ｢低廉労働力｣ を結びつけ

る役割を大いに果たしたと考えることのできる思考の余地が十分に存在して

いるからです｡ まさに不思議な論の展開ではありませんか｡ ここに, 西川,

若林らに共通した ｢民主主義｣ の理解の仕方を垣間見ることができるのでは

ないでしょうか｡

こうした ｢民主主義｣ の捉え方は, 猪口邦子にも該当しています｡ 猪口は,
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『戦争と平和』 の中で, 以下のように語っています｡ ＜経済的従属は貧困の

みならず抑圧の構造に関わることもある｡ ……国内基盤が不安定であった多

くの新興国家は政権の正統性の根拠を国内社会よりも対外関係に求め, 大国

の要求する政治的立場と経済的役割を実現することによって政治的安定を得

ようとした｡ 冷戦下の国際政治の周辺では反共体制は大国の要請である｡ 外

資に好意的な社会環境を保障する必要とも相まって, 第三世界の各地で反体

制勢力の弾圧や言論の自由の剥奪が進行していった｡ むろんそれぞれの強権

体制の背後には指導者の個性や政治風土など固有の問題もあったが, 戦争の

場合と同様に, 個々の事例に固有な要因をこえて広く見られる一般的な傾向

と構造が途上国強権体制の場合にもあったと言えよう｡ さらに成長至上主義

の理念が国際社会の規範的価値として先進国や国際機関から周辺地域に向け

られるようになると, 国家主導型工業化を推進する開発独裁の下で民主化や

政治的多元制への要求はやはり抑制されていった｡＞
(５)

論の展開をわかりやす

くするために, ここで先のくだりを図表にして描いてみます｡ そして, それ

をもとに少し解説しておきます｡

こうした捉え方に加えて, さらに＜政治的従属＞の問題は考慮する必要は

ないのでしょうか｡

すなわち,

この問題に, ＜政治的従属＞ の問題は関連していないのでしょうか｡ そ

の政治的従属は, ｢民主化｣ や ｢政治的多元制｣ を推進してきた ｢先進国｣

や ｢大国｣ に, ｢開発独裁｣ の下にある ｢途上国｣ が, 政治的に ｢抑圧｣ さ

れているかどうかに関する問題でもあるのです｡
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こうした見方に加えて, さらに＜大国の要求する経済的立場と政治的役

割＞についても考察すべきではありませんか｡

この場合, 大国は, ｢先進国｣ であり, ｢民主化｣ や ｢政治的多元制｣ を推進

してきたのですが, これに対して, ｢要求される｣ 側には, 第三世界の途上

国, 新興国家が位置しています｡

猪口は, ｢大国｣ の, 第三世界の途上国である新興国家に対する ｢要求｣ と

して, その ｢政治的立場｣ と ｢経済的役割｣ については述べていますが, 私

が図表で示したように, ｢経済的立場｣ と ｢政治的役割｣ については語って

いません｡ もしそれについて指摘するならば, ｢経済的従属｣ とそれに伴う

｢抑圧｣ と同時に, ｢政治的従属｣ とそれに伴う ｢抑圧｣ の関係が描かれるこ

とになったでしょう｡ そこから, ｢民主化｣ や ｢政治的多元制｣ の抱える問

題を垣間見ることができたかもわかりません｡ すなわち, ｢民主化｣ された

｢先進国｣ が途上国の新興国家に対して, ｢国家主導型の工業化を推進する開

発独裁｣ の ｢政治的役割｣ を要求してきたのではないかという, 問題に関し

てであります｡ そのような対場に立つとき, ｢第三世界の各地で反体制勢力

の弾圧や言論の自由の剥奪｣ を進めているのは, ｢途上国強権体制｣ のみな

らず, その背後に, ｢先進国｣ や ｢大国｣ とその ｢民主主義体制｣ が存在し

ているのではないかという見方が引き出されるのではないでしょうか｡ いず

れにせよ, これまで述べてきたように, 猪口の ｢民主主義｣ の捉え方は, 西

川や, 若林のそれと同様のものであると, 私はみているのです｡

ところで, 上述したように, ｢資本主義｣ との関係において ｢民主主義｣

を捉えて理解するこうした思考の特徴は, 何も西川のような経済学研究者に
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限定されません｡ 若林のような台湾政治研究者にもみられますし, さらに猪

口のような国際政治研究者にも共通しています｡ また, これから紹介します

森政稔のような政治思想の研究者にも妥当するのです｡ 森は彼の著作 『変容

する民主主義』 (筑摩新書) において以下のように述べています｡ すなわち,

＜ ｢民主主義による平和｣ 論者によれば, 戦争は非民主主義国相互間,

あるいは民主主義国と非民主主義国のあいだに生じている｡ このように言う

ことは戦争の原因は非民主主義国に求められると述べるに等しい｡ ところで,

アメリカ政治学において, たとえば有名なダールのポリアーキー論などのよ

うに, 民主化は経済発展によって可能となることがしばしば主張されてきた｡

そうだとすると, 経済発展から取り残された貧しい国々が, 同時に非民主主

義国であって, 戦争の火種となっている, ということになる｡ たしかにそう

いうケースは多いだろう｡ ｢民主主義による平和｣ 論が見落とすのは, この

前提に, 民主的で豊かな国々が, 民主主義を達成していない貧しい国々を経

済的に従属させる構造が存在する, という問題である｡ そのような巨大な格

差を問題にすることなしに, 民主主義と平和の結びつきを説くことは, 民主

主義を達成することのできない原因を問わずに, 戦争の責任を一方的に貧し

い国々に負わせるものであって公平とはいえないだろう｡ …… (段落) もち

ろん, 民主主義が好戦的だというのも不当な一般化であろう｡ 専制国家が好

戦的であることはしばしばである｡ 現在, 戦争へと引きずられるすう勢に抵

抗することができるとすれば, それはやはり民主主義以外の方法ではありえ

ない｡ ＞
(６)

森による ｢民主主義｣ の理解の仕方は, とくに経済的な北と南の関係との

関連から位置づけられる ｢民主主義｣ の捉え方は, まさに今日の社会科学の

研究者に共通するものだとみてよいでしょう｡ そこにはなお検討されるべき

重要な問題なり, 課題が存在しているのではないかと, 私はみています｡ と

同時に, 森の ｢民主主義｣ を語る論法は, まさに西川のそれと同様なものだ

とみることができるのではないでしょうか｡ 以下, この点について論じてみ
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ましょう｡

行論の都合上, ここで森の先のくだりを簡単な図表に示して要約しておき

ます｡

ここに図表の形で示したように, 森の論の特徴は, ｢経済的に従属させる構

造の存在｣ を指摘していますが, ｢政治的に従属させる構造の存在｣ につい

ての指摘はありません｡ 森自身は, ｢豊かな国々｣ と ｢貧しい国々｣ の ｢資

本主義｣ における ｢経済的｣ な ｢巨大な格差｣ についての認識や理解につい

ての表明はあるものの, ｢民主的｣ な国々と ｢民主主義を達成していない｣

国々の ｢民主主義｣ における ｢政治的｣ な ｢巨大な格差｣ についての認識や

理解に関しての表明は示されていません｡ これもまた奇妙といえば奇妙では

ないかと, 私はみてしまうのです｡ やはりここにも, それを ｢奇妙｣ なもの

とは思わせない, そうした ｢資本主義｣ との関係における ｢民主主義｣ に対

する理解の仕方が存在しているといえるのではないでしょうか｡ こうした森

の論理構造から, 容易に予想されることは, ｢民主主義を達成することので

きない原因｣ として, ｢資本主義｣ の経済的な ｢巨大な格差｣ を挙げること

ができるということです｡ そこには, 先述した西川の著作のくだりでみたよ

うに, ｢豊かな国々｣ と ｢貧しい国々｣ の間の ｢資本主義｣ の ｢国際分業体

制｣ の存在を, ｢貧しい国々｣ が ｢民主主義を達成することのできない原因｣

として位置付ける姿勢を確認できるのに対して, ｢民主的｣ な国々が, ｢貧し

い国々｣ に対して, その ｢民主主義｣ を達成させない ｢民主主義｣ の含み持

つ政治的な ｢巨大な格差｣ の存在の可能性を問う視点は欠落しているように

思われます｡
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＜民主的＞ ＜豊か国々＞

＜経済的に従属させる構造の存在＞＜そのような巨大な格差＞

＜民主主義を達成していない＞ ＜貧しい国々＞

＜民主主義を達成することのできない原因＞



２ ｢理念としての資本主義｣ から ｢史的システムとしての資本主義｣

への観点から ｢民主主義｣ を捉えるとき～ ｢理念としての民主主

義｣ から ｢史的システムとしての民主主義｣ へ

これまでの私の ｢民主主義｣ 研究からわかるのは, ｢資本主義｣ に関する

研究に関しては, ｢理念｣ レベル, ｢史的｣ レベルの双方から考察されてきた

のに対して, ｢民主主義｣ に関しては, 前者の ｢理念｣ レベルの考察にもっ

ぱら限定されてきたように思われるのです｡ 誤解のないように付言しておき

ますと, ここで私のいう ｢史的｣ レベルの考察とは, 各国の政治史研究にお

いて, ｢民主化｣ の〈比較〉がおこなわれていますが, それは決して ｢史的｣

レベルの考察にはなってはいないということです｡ そこで繰り返し行われて

いるのは, ｢民主主義｣ とされる ｢物差し｣ を各国に当てはめて, その ｢目

標｣ とされる ｢ゴール｣ に, どのようにして到着していったかの ｢実証｣ 研

究であり, 決してその ｢目標｣ とされる ｢ゴール｣ としての ｢理念｣ それ自

体が, どのようにしてつくりだされるに至ったのかという ｢実証｣ 研究には

なってはいないということなのです｡ いくらそうした実証を積み重ねても,

それは ｢理念｣ 自体の, その形成, 発展それ自体の ｢史的｣ 考察には至らな

いと, 私は言いたいのです｡ たとえば, そうしたことを示す一つの例証とし

て, ｢史的システムとしての資本主義｣ の ｢史的｣ 考察は, おのずから ｢関

係｣ 的枠組みを分析手段として採用するところとなりましたが, これに対し

て, ｢民主主義｣ においては, 今でも ｢一国枠｣ の分析視角であり, ｢理念｣

を ｢関係｣ の観点から再構成するまでには至っておりません｡ そうした作業

を経ないままで ｢理念｣ を, ｢理念｣ とされるものを, ｢物差し｣ として採用

して, それを現実 (の歴史) とされる ｢過去｣ にそのまま該当, 適用させて

いく作業を繰り返すわけですから, 始めから ｢理念｣ は ｢絶対｣ とされたま

まに, ｢神棚｣ に祭られたままなのです｡ そうした弊害を問うための ｢史的｣

レベルの考察であったはずなのに, 残念ながら, ｢民主主義｣ に関しては,

研究はそうした方向へとは向いていません｡
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ここで, ｢資本主義｣ における ｢史的｣ レベルの考察がなぜ必要とされた

のかに関して, 若森章孝による, エティエンヌ・バリバール, イマニュエル・

ウォーラーステイン著 『人種・国民・階級【新装版】』 の ＜[解説] 近代性

の再把握と史的システムとしての資本主義 『人種・国民・階級』 新版

に寄せて ＞ を紹介しながらみていくことにします｡ またその際, 若森

がそれでは ｢民主主義｣ に関してその ｢史的｣ レベルの考察についてどのよ

うにみているのかも併せてみていくことにします｡ 若森はその解説において

以下のように述べています｡ ＜……個人の自由・平等と階級対立にもとづく

近代世界が国民や人種という歴史的に構築される共同体をなぜ, どのように

して創出するかを理論的に解明することなしに, このパラドックスから抜け

出すことはできない｡ しかし, ナショナリズムについての理論化も, 伝統的

マルクス主義も, しばしば暴力や排斥や差別をともなうナショナリティ (排

他的な国民的同一性) や人種主義 (排他的な種的同一性) といった共同体的

アイデンティティがなぜ近代世界のただ中で不可避的に生まれるかについて,

説得的な説明をあたえることができなかった｡ このような近代世界のパラドッ

クスを解き明かすロジックは, 今日まで未開拓なままである｡＞
(７)

ここにある ｢近代的｣ とされる ｢資本主義｣ の抱える ｢パラドックス｣ は,

当然のことながら, ｢近代的｣ な ｢民主主義｣ に関しても妥当するところで

はないでしょうか｡ これに関して, 私はさらに以下のような問題提起を行っ

ています｡ 拙著 『史的システムとしての民主主義』 の中で, 斎藤精一郎の論

説から以下のくだりを引用しながら論を展開しています｡ すなわち, 斎藤は

次のように語っています｡ ＜……たしかに, 欧米近代で生まれた自由主義が

人類の究極な理念や価値であることは否定できない｡ ���年前のフランス革

命の理念である ｢自由・平等・友愛｣ は人類共通の普遍的価値だ｡ とこ

ろで, これら自由とか平等という理念が生まれ, 普及してきた経緯を振り返

れば, 西欧は他の地域の人々の犠牲の下にこれら普遍的価値を実現してきた

ことが判る｡＞
(８)

このように斎藤は論じながら, それにもかかわらず, 今後の
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世界動向におけるそうした ｢普遍的価値｣ の持つ重要性を説いているのです｡

これに対して, 私はそうした論の展開の前に, なぜ普遍的価値を掲げる近代

西欧が他の地域に対して, その ｢普遍的価値｣ の実現を許す代わりに, 植民

地や従属地としたのかについての考察が必要であると述べたのであります｡

しかしこうした問いに答えることは, 残念ながらできないのが現状なのです｡

それは ｢資本主義｣ の ｢パラドックス｣ にこれまで答えられないままにきた

のと同様であります｡ それではその理由について, 先の若森の【解説】のく

だりを引用しておきます｡ そこには次のようなくだりがあります｡ ＜古典派

経済学の代表者スミスも, 彼を批判したマルクスもそれ以後のほとんどの経

済学も, 権力や独占によって制約を受けない ｢自由な｣ 販売者と購買者およ

び, 資本家と同等な人格を有する ｢自由な｣ 賃労働者の普遍的確立を議論の

前提条件として想定したうえで, 近代社会の歴史的特質とその運動法則を研

究してきた｡ つまり, 私的所有, 社会的分業, 労働者と労働実現条件との分

離が世界全体に広がり尽くしたという ｢理念としての資本主義 (���������

�	���
�)｣ の想定の下で, 近代世界の構造と発展が研究されてきた｡ この想

定の特徴は, ｢前｣ 近代的諸関係の解消と資本主義の進化過程の到達点をい

わば ｢仮想現実｣ として想定したうえで, 近代世界に ｢固有な｣ 規定性や運

動法則を描写することである｡＞
(９)

ということから, またそうした背景として,

＜｢理念としての資本主義｣ が共同体と自由な販売者・購買者・賃労働者と

の関係を, 対照的で異質なものとして理解している＞ ことから, ＜｢理念と

しての資本主義｣ の想定の下では, 近代世界がなぜ, どのように, 各種の共

同体および自由・平等の理念とは異質な規範やイデオロギーを不可避的に生

み出すかを説明できないのである｡＞,
(�)

ということになってしまいます｡ ま

た先述した ｢パラドックス｣ にも答えられないことも容易に予想が出来ます｡

したがってそこから, ｢史的システムとしての資本主義 (��
	����������

�	���
�)｣ という見方が求められることになります｡ それについて次のよう

な説明が若森によっておこなわれています｡ すなわち, ＜史的システムとし
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ての資本主義は何よりも, なんらかの ｢完成した資本主義｣ を想定して資本

主義の構造と運動法則を研究するのではなく, 資本主義の進化におけるプロ

レタリア化のプロセスの動態に注目するアプローチである｡ ウォーラースティ

ンにとって, 説明されるべき問題は, 不自由な労働の自由な賃労働への転換

というプロレタリア化のテンポがどうしてかくも緩慢なのかということであ

る｡ ｢驚くべきは, いかにプロレタリア化が進行したかではなく, いかにそ

れが進行しなかったか, ということなのだ｡ というのは, この歴史的システ

ムにはつとに���年を越える歴史があるにもかかわらず, 完全にプロレタリ

ア化された労働力というのは, 今日の資本主義的 ｢世界経済｣ においても,

なお��パーセントにも達しているとは到底いえないからである｣ ＞ と
(��)

｡

ところで, 若森が引用していた先のウォーラースティンによる ｢プロレタ

リア化のプロセス｣ にみられる ｢緩慢さ｣ とか, ���年を越える歴史にもか

かわらず, ｢完全にプロレタリア化された労働力｣ が ｢なお��パーセントに

も達しているとは到底いえない｣ との位置づけ方は, ｢民主主義｣ を, その

歴史を, 理解する上において, 非常に有益な視点を提供するものだと, 私は

みています｡ なぜなら, ｢民主主義｣ や ｢民主化｣ の ｢歴史｣ をみても, い

わゆるオランダ, イギリス, アメリカ, フランスの ｢市民革命｣ で謳われた

｢人権｣ を享受できないでいる国々やそこに暮らす人々がなお世界には多数

存在しているということです｡ そしてその革命から既に�����年は経ってい

るにもかかわらず, そうなのです｡ どうしてそのようなことになるのでしょ

うか｡ こうした問題にこたえるためには, ｢資本主義｣ の分析と同じように,

｢史的｣ な観点から ｢民主主義｣ を考察することが必要となってくるのでは

ないでしょうか｡ さらにそこから ｢史的システムとしての資本主義｣ と ｢史

的システムとしての民主主義｣ を相互に関係づけることのできる枠組みが求

められるのではないかと, 私は考えるのです｡

そのためにも行論の都合上, ここで以下のような図表を提示しておきたい

と思います｡ それらは以下のような図表にまとめられるでしょう｡
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ところで, 今日の社会科学者の ｢資本主義｣ と ｢民主主義｣ との ｢関係｣ に

ついての理解の仕方は, この③にみられるような捉え方をしているのではな

かろうか, と私はみています｡ たとえば, 先の斎藤精一郎においてもそれは

当てはまるのではないでしょうか｡ またこれまでの叙述に際して参照してき

た, 西川, 若林, そして森の各論者も, その例外ではないと, 私は位置づけ

ているのです｡ そこには ｢資本主義｣ 研究の歩みが, ｢理念｣ レベルから

｢史的｣ レベルのそれへと推移していったという流れが深くかかわっている

とみていいでしょう｡ 簡単に言うならば, それは ｢近代化論｣ から ｢世界シ

ステム論｣ への研究上の流れに垣間見ることができます｡ これに対して,

｢民主主義｣ においては, 基本的なスタンスは, ｢近代化論｣ のままであると

いっても過言ではないでしょう｡ そうした論の枠の中で, ｢民主主義｣ の含

み持つ ｢長所｣ と ｢短所｣, ｢明｣ と ｢暗｣, ｢功｣ と ｢罪｣ について微に入り

細に入りという具合に, 論が展開されてきたといえるのではないでしょうか｡

それでは一体どうして ｢民主主義｣ 研究においてはこうした状態が続くの

でしょうか｡ そういた現状で構わないのでしょうか｡ 具体的に言うなら, 先

の図表の③と④の方法論の違いは, ｢歴史｣ 分析にどのような影響を及ぼす

のでしょうか｡ たとえば, ③の立場から ｢中国｣ と ｢台湾｣ の ｢民主化｣ を

比較するのと, ④の立場から比較するのではどのような ｢違い｣ が生まれる

のでしょうか｡ またそうした ｢違い｣ はどのような意味と意義を, 私たちの

｢生き方｣ に影響を及ぼすのでしょうか｡ こうした問題にこたえる前に, い

ま少し先の若森の ｢見方｣ に戻るとしましょう｡ 若森は以下のように述べて

います｡ すなわち, ＜世界システム論への批判として, 近代世界の否定的な
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① ＜｢理念としての資本主義｣＞＜｢理念としての民主主義｣＞

② ＜｢理念としてのとしての資本主義｣＞＜｢史的システムとしての民主主義｣＞

③ ＜｢史的システムとしての資本主義｣＞＜｢理念としての ｢民主主義｣＞

④ ＜｢史的システムとしての資本主義｣＞＜｢史的システムとしての民主主義｣＞



意味, つまり以前の世界と比べて道徳的に頽廃しているし, 世界人口の大多

数にとっては, 物質的に後退しているという否定的な側面はとらえているが,

近代の肯定的な側面, つまり交換関係が作り出した自由・平等・人権といっ

た水平的人間関係のもつ意味を過小評価しているんじゃないかということが

一般に言われますね｡ 危機における希望の語り方, 道徳的選択の勇気と関連

する問題ですが＞ と指摘しながら, ＜……先進国, あるいは市民革命がな

された国だけで成立したものかもしれませんが, 自由・平等とか友愛, そう

いう近代的な価値, 市民的な関係のもつ普遍的な意味をもう少し考えないと,

近代システムの次にどういうシステムができてくるのかを構想する, とっか

かりができないんじゃないかと思うんです｡ 市場関係的な水平的連関と, 支

配―従属という垂直的連関を, 近代のなかでどうとらえるかについては, 私

は水平的関連を作り出した近代社会がもつポジティブな意味を評価するかど

うかが, 大きな論点になると思うんです｡ ウォーラースティンはそれをかな

り否定的にみている｡ 否定的にとらえた場合, 将来システムの構想としてど

ういう問題が出てくるかというと, 秩序は出てくるけれどもどういうものか

わからんということになりますね｡＞ と, 述べています｡
(��)

若森の見方は, ど

ちらかといえば, ③と言うよりは, ①のような理解の仕方にあるといえるで

しょう｡ いずれにしても, 若森の ｢民主主義｣ の捉え方は, ｢理念としての

民主主義｣ の立場に位置していることは間違いありません｡ 若森は, ｢資本

主義｣ を, ｢理念としての資本主義｣ といった観点から分析する際の抱える

問題点の所在について, 一応のところは理解していると, 私はみています｡

もっとも, そのことと, 若森が ｢世界システム論｣ を支持しているかどうか

は別の次元のものですが｡ それにもかかわらず, ｢民主主義｣ に関する先の

位置づけ方からわかるのは, 若森自身は ｢史的システムとしての民主主義｣

という理解の仕方を受容するまでには至っていない, あるいはそうした見方

を拒否している, ということです｡

ところで, 若森の発言のなかで, 少し気になるくだりがあります｡ すなわ
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ち, ｢自由・平等とか友愛, そういう近代的な価値｣ が ｢先進国, あるいは

市民革命がなされた国だけで成立したものかもしれませんが｣ のところです｡

もしそうだとしたらなぜそのようになるのでしょうか｡ なぜ多くの国におい

て, そうした ｢近代的な価値｣ が成立しなかったのでしょうか｡ まずこの問

題にこそ, 若森は目を向けなければならないのではありませんか｡ ｢市民的

な関係のもつ普遍的な意味をもう少し考えないと近代システムの次にどうい

うシステムができてくるのかを構想する, とっかかりができないんじゃない

かと ｣ という前に｡ なぜなら, 若森がたとえ ｢市民的な関係のもつ普遍

的な意味｣ と強調してみたとしても, 以下の問題が厳然と存在しているから

なのです｡ すなわち, なぜ, ｢先進国, あるいは市民革命がなされた国だけ

に｣ そうした ｢普遍的な意味｣ が限定, 適用されざるを得なかったのか, な

ぜ多くの国では, すなわち ｢文字どおり｣ の意味において, ｢普遍的な意味｣

を持たなかった, 持てなかったのかという問いです｡ 若森はまずこの問いに

答えるべきではなかったのではありませんか｡ なぜそうした問いかけができ

なかったのでしょうか｡ その理由は, 皮肉にも, 若森の先の[解説]のなかに

あります｡ ｢理念としての資本主義｣の含み持つ問題に対応される｢理念とし

ての民主主義｣の理解に若森自身が甘んじているというのは酷な批判でしょ

うか｡ もっとも, それは若森だけに該当するものではありません｡ 多くの社

会科学に従事する研究者の基本的態度であるといえるでしょう｡ それゆえ,

逆に言うならば, ｢史的システムとしての民主主義｣ といった ｢民主主義｣

の捉え方のほうが極めて奇妙な立場であるとみなされているのではないでしょ

うか｡

若森の先の論の展開の仕方は, 森や西川においても同様なものです｡ そう

した論の展開からではどうしても接近することのできない問題があるのです｡

｢関係｣ として ｢民主主義｣ という ｢民主主義｣ の捉え方, つまり, ある国

の｢民主主義｣ の形成なり発展が, 別の国の ｢民主主義｣ の形成, 発展と

｢共時的｣ な ｢一体的｣ 関係のなかで行われているといった理解の仕方を,
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最初からできないのです｡ というよりも, そうした発想なり, 考え方を受け

入れることができないのです｡ それゆえ私はここで ｢史的システムとしての

民主主義｣ についてのモデルを紹介しておきたいと思いますが, その前に,

西川潤の ｢民主主義｣ 理解について検討してみます｡ 西川は, ｢史的システ

ムとしての資本主義｣ について, 資本主義の ｢国際分業体制｣ といった見方

から, 親和的立場を示していますが, それにもかかわらず, ｢民主主義｣ に

関しては, ｢理念としての民主主義｣ を想定しているように, 私には思われ

るのです｡ 西川の 『飢えの構造＜増補改訂版＞』 (ダイヤモンド社, ����年)

の著作の中に, ｢民主主義｣ について以下のくだりがあります｡ すなわち,

＜これらブルジョワジーは, 所有権の保障と身分的平等を基調とした憲法を

採択した｡ イギリスの平等派・ディガーズ, フランスのサンキュロットが要

求したような真の政治的・経済的平等は, 彼らの眼中にはなかった｡ しかし

社会下層部を革命に結集した以上, その憲法はある程度リベラルとならざる

をえなかった｡ この憲法を乗り越えて普通選挙がかちとられるのは, ようや

く����年パリの労働者のバリケードによってであり, 婦人参政権は長い運動

の後��世紀になって一般的になる｡ 今日, われわれが民主主義として理解し

ているものの多くは, 市民革命以後, 労働者階級の闘争の中で闘いとられて

きたものだった｡ したがって, 民主主義は市民革命によって与えられたもの

では決してなく, 市民革命の際に提出された被圧迫層のさまざまの要求を,

常に実現する闘いとしてのみ存在するのであり, それが放棄されるや直ちに

支配層の社会統制用具と変質し, 形骸化するのである｡＞
(��)

ここに紹介した西川の ｢民主主義｣ 理解は, まさに ｢理念としての民主主

義｣ を前提としたものだと, 私はみるのです｡ そのために, やはりというべ

きか, 以下の問いかけがなされることはありません｡ すなわち, フランスの

歴史をみるとき, フランスはその ｢近代化｣ の趣味の中で, イギリス, オラ

ンダ, アメリカの ｢市民革命｣ を等しく経験してきた他の先進国と同様に,

多くの植民地, 従属地をつくり出してきました｡ フランスにおいては, ｢市
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民革命｣ の以前の絶対王政の時代にもそうした動きは顕著でしたが, それは

｢市民革命｣ 以後にもずっと継続していました｡ 第二次世界大戦後の北アフ

リカやインドシナの歴史がそのことを如実に物語っています｡ 私が言いたい

ことは, フランスにおける ｢民主主義｣ の ｢発展｣ の歩みと, アフリカやア

ジアにおける ｢民主主義｣ の ｢発展｣ の歩みとがどのように結び付けられて

いたか, その ｢関係 (史)｣ の考察なり, 究明の作業が必要ではないかとい

うことです｡ なぜなら, 西川のいうように, ｢民主主義｣ なるものが ｢市民

革命の際に提出された被圧迫層のさまざまの要求を, 常に実現する闘いとし

てのみ存在する｣ として位置付けるとしても, その ｢被圧迫層｣ に該当する

のは, 先ずは, ｢フランス｣ の ｢国民｣ であり, フランスの下で植民地や従

属地としてその ｢主権｣ を奪われた地域の ｢被圧迫層｣ ではないということ

を鑑みるとき, (換言すれば, フランス本国の ｢被圧迫層｣ とフランスの植

民地や従属地の ｢被圧迫層｣ とがどのような関係にあるのかを考察すること

なく) 西川のいう ｢民主主義｣ なるものの実現は, ｢それが放棄されるや直

ちに支配層の社会統制用具と変質し, 形骸化する｣ 以前に, すでに厄介極り

ない ｢関係｣ をつくり出していることが容易に想像されるからに他なりませ

ん｡ ここで行論の都合上, 図表に示して論を展開します｡
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≪フランス本国≫

＜支配層＞ ＜被圧迫層＞

｢民主主義｣ ＜市民革命の際に提出された被圧迫層のさまざまの要求を,

常に実現する闘いとしてのみ存在する＞

その闘いが放棄されるや

＜直ちに支配層の社会統制用具と変質し, 形骸化する＞

≪フランスの植民地, 従属地≫

＜支配層＞ ＜被圧迫層＞ ｢民主主義｣

その闘いが放棄されるや＜ ＞



このように, 図表で描くときそこからすぐにわかることは, フランス本国の

｢被圧迫層｣ の ｢民主主義｣ 実現に向けての ｢闘い｣ が, ｢フランス植民地,

従属地の ｢民主主義｣ 実現を阻止するような関係を構成しているということ

です｡ フランス本国の ｢被圧迫層｣ が, 彼らの意思と意図にかかわらず, 本

国の ｢支配層｣ と一緒になって, ｢フランス国民｣ の立場から, フランス植

民地や従属地の支配層と被圧迫層を (一緒にしながら) ｢被圧迫層｣ の存在

に貶めているのです｡ 西川の ｢民主主義｣ の捉え方では, こうした側面が見

えてきません｡ それゆえ, フランス本国で ｢被圧迫層｣ の ｢さまざまの要求｣

が実現される一方で, 他方において, フランス植民地や従属地の ｢被圧迫層｣

の ｢さまざまの要求｣ が実現されないできた両者の ｢関係｣ を捉えることが

始めからできません｡ つまり, そうした ｢関係｣ をつくり出すことによって,

フランス本国の ｢被圧迫層｣ の ｢さまざまの要求｣ が実現可能だとすれば,

そうした ｢民主主義｣ は, またその実現は, やはり重大な問題をその内に抱

えているということになります｡ それゆえ, その検証作業がどうしても必要

になります｡ ごくごく簡単に言うならば, ｢民主主義｣ の ｢手続き｣ を経て,

相手国や, 相手の地域を, 併合または従属させることにより, 相手側の ｢主

権｣ を否定して, それを奪うのであれば, そこに ｢基本的人権｣ をという声

の存在する余地は毛頭ありません｡ その問題を, 私たちはどのように認識し,

理解するかということです｡ 少なくとも, 西川の ｢民主主義｣ の見方からは,

こうしたところにまでは至りません｡ 果たしてそれでいいのでしょうか｡

西川のような ｢民主主義｣ 観では, 私が先に提起した ｢民主主義｣ の抱え

る問題が見えてきません｡ すなわち, フランス本土の ｢民主主義の発展｣ の

歩みが, フランスの植民地や従属地における ｢民主主義の発展｣ の歩みを阻

止する, 妨害するような歩みとなっているという ｢歴史｣ が見えてこないの

です｡ 換言すれば, フランス本国からの圧迫ないし圧力に対して抵抗する植

民地側の ｢被圧迫層｣ の運動を, 本国側の ｢被圧迫層｣ の運動と区分けして,

異なるものとして的確に描くことができません｡ それどころか, 下手をすれ
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ば, 植民地側の ｢被圧迫層｣ の抵抗運動が, フランス本国の革命の ｢理念｣

を ｢逆手にとって｣ それを抵抗, 解放の ｢武器｣ としてフランス本国に突き

つけたとみるような本末転倒の議論となり, そもそもなぜ逆手に取らなけれ

ばならなくなったかの [森] が見えなくなり, 結局のところ, ｢自由｣ ｢民主

主義｣ ｢人権｣ の掲げる ｢光｣ の側面と, 植民地における ｢影｣ の側面といっ

た議論に終始してしまうことになりかねません｡ すなわち, フランス本国側

の ｢光｣ と植民地側の ｢光｣ を同じものとしてしまいかねません｡ それは,

後者の側の ｢光｣ を消し去ることに他なりません｡ そのことは ｢理念として

の民主主義｣ という ｢民主主義｣ の見方により導かれる問題であると同時に,

もしこのような ｢理念としての民主主義｣ を前提とするならば, たとえ,

｢史的システムとしての資本主義｣ の見方に立っていたとしても, そうした

｢資本主義｣ 並びに ｢経済発展｣ の抱える問題点を認識することには, 結局

のところ, 至らないのではないかと, 私は思わざるをえないのです｡ その理

由について言及する前に, 先述したように, ここで私の ｢民主主義｣ の捉え

方について, 私のモデルを紹介しながら, 説明しておくことにします｡ 私は,

｢民主主義｣ を, ｢経済発展｣ と ｢民主主義の発展｣ の両者の関係から, 捉え

ることを 試みてきました｡ これまでの研究の中でいろいろと思案してきま

したが, 拙著 『｢日本人｣ と ｢民主主義｣』 の中で提示したモデルはいわばそ

の集大成となるものです｡
(��)

そこでも指摘したのですが, 私は, たとえ ｢理念｣

レベルの ｢民主主義｣ を想定する場合であっても, その ｢理念｣ を, ｢関係｣

をつくり出すことによって初めて実現する ｢経済発展｣ と, 結びつけて論じ

ることの必要性について述べました｡ 当然のことながら, ｢関係｣ として成

立, 実現する ｢経済発展｣ の ｢世界｣ は, ｢史的システムとしての資本主義｣

として描かれる ｢世界｣ であります｡ またその ｢世界｣ を前提とする ｢理念

としての民主主義｣ は, ｢関係｣ として成立, 形成される ｢理念｣ としての

｢民主主義｣ モデルとなるのではありませんか｡ 私はそうしたモデルを提示

してきました｡ 同時に, そこから ｢関係｣ として形成され, またその発展の
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歩みをみる ｢史的システムとしての民主主義｣ モデルを提示してきました｡

図式すると次のように描くことができます｡

(｢理念｣ としての ｢民主主義｣ モデル)

[経済発展→民主主義の発展] → [経済発展→民主主義の発展] → [経済発

展→民主主義の発展]

(｢史的システム｣ としての ｢民主主義｣ モデル)

[経済発展→民主主義の発展] → [経済発展→
(×)

民主主義の発展] → [経済発

展→
×

民主主義の発展]

西川の ｢民主主義｣ の捉え方は, 三国 (地域) からなる [ ] で示す (政

治的) 共同体, またはそうした三国 (地域) の共同体の関係と, またそうし

た ｢舞台｣ を前提として実現される ｢経済発展｣ の関係と, 切り離して ｢民

主主義｣ を論じています｡ そこには ｢民主主義｣ なるものがどのようにして

実現するかといった ｢過程｣ が, あるいはその過程を創造する作業が欠落し

ています｡ 極めておかしなことではありませんか｡ ｢民主主義｣ を, 西川の

ように ｢定義｣ したとしても, そこで定義された ｢市民革命の際に提出され

た被圧迫層のさまざまな要求を, 常に実現していく闘い｣ が, その闘いがお

こなわれる ｢舞台｣ とセットにして提示されないのであれば, それはやはり,

｢絵にかいた餅｣ と言わざるを得ないのではありませんか｡ こうした見方か

ら ｢日本｣ と ｢日本人｣ の ｢民主主義｣ 実現に向けての歩みを語ることに,

はたして何ら問題はないのでしょうか｡ これまでの ｢歴史｣ の ｢描き方｣ に

はやはり大きな問題が存在していたと, 私は言わざるをえません｡ なぜなら,

従来の ｢歴史｣ の見方は, 本論で紹介してきたように, ＜｢理念としての資

本主義｣ と ｢理念としての民主主義｣＞ か, ＜｢史的システムとしての資本

主義｣ と ｢理念としての民主主義｣＞ といった観点から ｢歴史｣ を描いてき

たことから, どうしても ｢民主主義｣ の抱える問題が不問に付されるような
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形で, 同時にまたそのことは, ｢資本主義｣ の抱える問題をも不問に付する

ことになっていったからです｡ そのために, 私のモデルで描くように, ｢覇

権システム｣ とその ｢秩序｣ を支え, 維持, 発展させていく ｢自由｣, ｢民主

主義｣, ｢人権｣ なのか, あるいは, そうしたシステムと秩序に対抗しながら

別の異なる [せかい] を志向する ｢ジユウ｣, ｢ミンシュシュギ｣, ｢ジンケン｣

なのかが捉えきれないのです｡ これまで本論で取りあげた研究者は前者の概

念を使っています｡ それではこうした点を踏まえながら, ｢日本｣ と ｢日本

人｣ の ｢近代化｣ の歩みを論じてみるときどのような ｢物語｣ となるのでしょ

うか, その作業に取り掛かることにしましょう｡
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